
自動車運転代行業法の流れ

自動車運転代行業を営もうとする者（法人を含む）

認定 申請

自動車運転代行業を営んではならない者の要件

要件に該当（拒否処分）認定 ＝要件に該当しない（ ）

自動車運転代行業者

業務の適正な運営

が害されるおそれ

さらに営業すれば指示

指示違反 業務の適正な運営が

著しく害されるおそれ

営業停止命令

営業停止命令違反

要件に該当

さらに営業すれば

認定取消し 営業廃止命令

さらに営業すれば

懲役又は罰金

① 不正手段による認定

② 運転代行業の欠格要件に該当

③ ６か月間営業しない

④ ６か月間の営業休止

⑤ ３か月以上の所在不明


